
不撓不屈 上板町消防団

〈上板町の人口〉住民基本台帳登録人口　令和６年12月末現在　○世帯数／5,033世帯　○人口／男5,386人／女5,754人／計11,140人

インスタ始めました お問い合わせフォーム
税務署からのお知らせ
申告相談のご案内
議会だより

税務署からのお知らせ
申告相談のご案内
議会だより
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瑞
宝
小
綬
章
受
章

　
令
和
６
年
11
月
３
日
付
で
、
瑞
宝
小
綬
章
を
受
章
さ
れ

ま
し
た
。

　
氏
は
、
昭
和
51
年
４
月
か
ら
平
成
24
年
３
月
ま
で
、
県

内
の
高
等
学
校
で
教
諭
、
教
頭
、
校
長
と
し
て
活
躍
さ
れ

ま
し
た
。

　
本
町
に
お
い
て
も
、
平
成
29
年
４
月
か
ら
一
般
社
団
法

人 

ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
上
板
の
理
事
長
に
就
任
し
、
大
人
の

社
会
塾
「
熱
中
小
学
校
」
の
運
営
に
携
わ
り
地
方
創
生
や

人
材
育
成
、
関
係
人
口
の
創
出
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
今
回
の
栄
え
あ
る
受
章

と
な
り
ま
し
た
。

　
氏
の
受
章
を
称
え
る
と
と
も
に
、
今
後
益
々
の
ご
健
康

と
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

● お問い合わせ ●　　技の館　　☎０８８－６３７－６５５５

瀬
　部
　昌
　秀
　氏

町
長
表
彰
式
挙
行
さ
れ
る

　
１
月
20
日
、
町
長
表
彰
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
各
分
野
で
活
躍
さ
れ
、
そ
の
功

績
に
よ
り
表
彰
状
を
受
け
ら
れ
た

の
は
、
次
の
方
々
で
す
。（

敬
称
略
）

● お問い合わせ ●　　上板町　総務課　　☎０８８－６９４－６８０１

◆
防
犯
意
識
の
向
上
と
青
少
年
の

健
全
育
成
に
貢
献

岩

　田

　光

　夫

◆
社
会
福
祉
の
増
進
に
貢
献

田

　野

　知

　義

　
◆
地
方
教
育
行
政
の
発
展
に
貢
献

　團

　
　
　雅

　之

　
◆
土
地
等
寄
付

　坂

　東

　利

　江

　
◆
高
額
寄
付

阿
波
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社
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消
防
団
出
初
式

徳
島
県
知
事
表
彰

　
上
板
町
消
防
団　
本
団　
団
長　
　

植
　
田
　
昌
　
和

　
消
防
団
員
と
し
て
永
き
に
わ
た
り
地
域

に
貢
献
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
栄
誉
あ
る

徳
島
県
知
事
表
彰
を
授
か
り
ま
し
た
。

　
上
板
町
消
防
団　
本
団　
副
団
長

東
　
條
　
如
　
人

　
消
防
団
員
と
し
て
永
き
に
わ
た
り
地
域

に
貢
献
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
栄
誉
あ
る

徳
島
県
知
事
表
彰
を
授
か
り
ま
し
た
。

徳
島
県
消
防
協
会
長
表
彰

■
功
績
章

　
第
６
分
団　
分
団
長　
　

戸
　
田
　
昌
　
希

■
精
績
章

　
本　
　
団　
副
団
長　
　

安
　
藝
　
靖
　
司

　
徳
島
板
野
警
察
署
長
感
謝
状

　
第
１
分
団　
団　
員　
　

山
　
田
　
幸
　
作

　
第
５
分
団　
分
団
長　
　

福
　
原
　
岳
　
夫

　
第
６
分
団　
団　
員　
　

田
　
中
　
宏
　
明

　
板
野
地
方
分
会
長
表
彰

　
第
２
分
団　
班　
長　
　

切
　
原
　
将
　
希

　
第
３
分
団　
団　
員　
　

渡
　
邉
　
健
　
太

　
第
４
分
団　
団　
員　
　

大
久
保
　
信
　
弥

　
第
５
分
団　
団　
員　
　

高
　
田
　
浩
　
平

上
板
町
長
表
彰
並
び
に
感
謝
状

　
第
２
分
団　
団　
員　
　

植
　
田
　
智
　
博

　
第
３
分
団　
団　
員　
　

三
　
橋
　
章
　
永

　
第
４
分
団　
団　
員　
　

吉
　
田
　
了
　
尉

内
助
の
功
感
謝
状福

　
原
　
真
　
樹

　
上
板
町
消
防
団
長
表
彰

　
第
５
分
団　
団　
員　
　

高
　
田
　
基
　
稀

● お問い合わせ ●　　上板町　企画防災課　　☎０８８−６９４−６８２４

　
板
野
西
部
消
防
組
合
消
防
本
部

　
消
防
司
令
補三

　
浦
　
隆
　
央

　
消
防
吏
員
と
し
て
永
き
に
わ
た
り
地
域

に
貢
献
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
栄
誉
あ
る

徳
島
県
知
事
表
彰
を
授
か
り
ま
し
た
。

令
和
７
年
１
月
14
日（
火
）　
上
板
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
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● お問い合わせ ●
上板町　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

● お問い合わせ ●
上板町教育委員会　☎０８８－６９４－６８１４

保
護
司
　岡
　本
　良
　二
　氏

法務大臣表彰　受賞

２０２４年度人権フェスティバル

新しい遊具ができました！
　
上
板
町
フ
ァ

ミ
リ
ー
ス
ポ
ー

ツ
公
園
に
新
し

い
遊
具
が
仲
間

入
り
し
ま
し

た
。

　
低
学
年
の
小

さ
い
お
子
さ
ん

向
け
の
と
て
も

可
愛
い
遊
具
で

す
。
ぜ
ひ
、
遊

び
に
来
て
く
だ

さ
い
！

　
令
和
６
年
11
月
12
日
に
開
催

さ
れ
た
「
更
生
保
護
制
度
の
施

行
75
周
年
」
を
記
念
し
た
「
徳

島
県
更
生
保
護
大
会
」
に
お
い

て
、
岡
本
　
良
二
さ
ん
が
法
務

大
臣
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。

　
氏
は
平
成
19
年
６
月
か
ら
現

在
ま
で
保
護
司
と
し
て
長
年
に

わ
た
り
罪
を
犯
し
た
人
々
の
改

善
更
正
と
犯
罪
の
予
防
に
尽
力

さ
れ
、
こ
の
度
の
栄
え
あ
る
受

賞
と
な
り
ま
し
た
。

　
氏
の
受
賞
を
称
え
る
と
と
も

に
、
今
後
益
々
の
ご
健
康
と
ご

活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
令
和
６
年
12
月
８
日（
日
）に
上
板
町
人
権
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
記
念
講
演
や
高
志
小
学
校
３
年
生
の
人

権
学
習
発
表
、
上
板
中
学
校
の
人
権
意
見
発
表
等
が

お
こ
な
わ
れ
、
関
係
者
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
多
数

の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
盛
況
の
う
ち
に
終
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
紙
面
に
て
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

● お問い合わせ ●　　上板町　住民人権課　　☎０８８－６９４－６８０９
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※ご利用に当たって、以下の２種類のパスワードが必要です。
　ご不明な場合、住民票のある市町村の窓口やコンビニで、再設定が可能です！
　・英数字６～ 16桁のパスワード（署名用電子証明書用）
　・数字４桁のパスワード（利用者証明用電子証明書用）

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から画面
の案内に従って金額などを入力するだけ！
今年分から、所得税の全ての画面でスマホでの操作がしやす
くなり、贈与税もスマホで申告可能に！
マイナポータル連携で、給与（※１）・公的年金・特定口座の収
入金額や各種控除（※２）の金額が自動入力！
※１　勤務先が e-Tax で源泉徴収票を提出していることが必要です。
※２　医療費、ふるさと納税、社会保険、生命保険、地震保険、iDeCo、
　　　小規模企業共済掛金、住宅ローン控除が該当します。

振替納税のほか、e-Tax から申告すれば、
・クレジットカードやスマホアプリでも簡単納付！
・より簡単な操作で口座振替（ダイレクト納付）！
・還付金の振込も早い！（紙申告：１か月半 → e-Tax：３週間）

申告内容に関するご質問は、ＡＩチャットボット「ふたば」
が 24 時間回答！

申告

納付

質問

こちらから
アクセス！

こちらから
アクセス！

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

申告・納付・質問は、いつでも待たずに自宅から！

又は

入場整理券
の入手方法
は・・・

入場整理券の当日の配付状況は、
国税庁ホームページに掲載！

確定申告会場で
当日配付

鳴 門 税 務 署 か ら の お 知 ら せ

⇦国税庁LINE公式アカウントの
　友だち追加はこちらから！

オンラインで
事前発行

● お問い合わせ ●　　鳴門税務署　　☎０８８－６８５－４１０１

昨年の所得税の確定申告の 75％は、e-Tax で提出！
必要なのは、マイナンバーカード※とスマホ・パソコンだけ！

◇　開 設 期 間：２月17日（月）～３月17日（月）（土・日・祝日を除く。）
◇　相談受付時間：８：30～16：00（相談開始 9：00～）　※書類提出受付：8：30～17：00
※　確定申告会場では、ご自身のスマートフォンを用いた申告書作成指導を行っています。スマ－トフォンをお持ち
の方はご持参ください。

　　マイナンバーカードをお持ちの方は、２種類のパスワード※を確認の上、ご持参ください。
　　※英数字６～16桁（署名用電子証明書用）／数字４桁（利用者証明用電子証明書用）

確定申告会場への入場には、入場整理券が必要です。
入場整理券の配付状況によっては、後日の来場をお願いすることもあります。

※　申告書等の提出のみであれば、入場整理券は不要です。

5　●　広報かみいた　第320号



1　令和７年１月１日現在、上板町に住所が
ある方で、前年中（令和６年１月１日～
令和６年12月31日）に所得のあった方

2　給与所得者で次に該当する方
　　⑴　給与所得以外に営業、農業、不動産、

年金等の所得があった方
　　⑵　２ケ所以上から給与の支払いを受けて

いる方
　　⑶　前年中に退職した方や一定の所に勤務

していない方
3　上板町国民健康保険･後期高齢者医療保険

加入者
　　（前年中に所得がない場合でも申告が必要

です。）
4　住宅借入金等特別控除、医療費控除、寄

附金控除等を受けようとする方

1　税務署より郵送された「確定申告のお知らせ」はがき（届いた方のみ）
2　収支計算に必要な書類、帳簿、記録簿、領収書
3　給与所得者、年金受給者については源泉徴収票（原本）
4　生命保険料、地震保険料等の支払証明書、社会保険料領収書、国民

年金保険料控除証明書
5　医療費控除を受けられる方は「医療費控除の明細書」と「保険など

で補てんされる金額の明細書」
6　還付申告の場合は、本人名義の口座番号（銀行名・支店名・預金種
類・番号）がわかるものを必ずご持参ください。

7　申告書には、マイナンバーの記載が必要です。
申告時に「番号確認」と「本人確認」を行いますので以下の書類をお
持ちください。
●　マイナンバーカードをお持ちの方は
　　マイナンバーカードの提示が必要です。
●　マイナンバーカードをお持ちでない方は
【番号確認書類】
マイナンバーを確認でき
る書類
⃝通知カード
⃝住民票の写し又は住民

票記載事項証明書
などのうちいずれか１つ

【本人確認書類】
記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類
⃝運転免許証　⃝公的医療保険の被保険者証
⃝パスポート　⃝身体障害者手帳
⃝在留カード
などのいずれか１つ

＋

申 告 が 必 要 な 方 申 告 納 税 相 談 に 必 要 な も の

令和７年２月17日（月）～３月17日（月）
（土日祝日を除く）
午前９時00分～午後４時30分
上板町農村環境改善センター　農事研修室

期間

時間
場所

月日 曜日 支部名等
２月17日 月 全地区　年金のみの方
２月18日 火 全地区　年金のみの方

２月19日 水 南瀬部　北瀬部　鳥屋　樫山
瀬部サンタウン

２月20日 木 井内全支部　古田南　古田北

２月21日 金 新田全支部　新東　上六條　下六條全支部
高磯全支部

２月25日 火 佐藤塚全支部　第十新田　第十団地
２月26日 水 大東　原東　原西１　原西２　原西３

２月27日 木 神宮寺１　神宮寺２　大山町　大山畑
フルーツタウン神宅　殿宮　小柿　小柿北

２月28日 金 中北　大南１　大南２　大南３　小柿団地
神宅団地　神宅　西金屋　学園橋

３月３日 月 川西１　川西２　川東１　川東２　滝ノ宮
青木・西分・横関・八坂各団地

月日 曜日 支部名等

３月４日 火 日吉　小路　古北村　地家　西高原　中筋
中筋第２　辻　大北村

３月５日 水 椎本全支部　神明　東光　馬道　馬道南
馬道南２　原渕　東光団地　君ノ木　藍生

３月６日 木 北高瀬　古町　瀬部　元原　元原２　仁界
中須賀　鍛冶屋原南団地　居屋敷東　桃の里

３月７日 金 柚木全支部　栗ノ木全支部　天王　石橋ノ上
泓ノ上

３月10日 月 引野全支部

３月11日 火 中東１　中東２　中西東　中西西　セリエタウン
山田　山田南　原　北　川原田団地

３月12日 水 全地区特別な事由により上記期間中に申告できなかった方
３月13日 木 〃
３月14日 金 〃
３月17日 月 〃

● お問い合わせ ●　　上板町　税務課　　☎０８８−６９４−６８０７

申告納税相談のご案内
（所得税・住民税・国保税等） 

　【番号確認書類】と【本人確認書類】の両方の提示が必要です。
※控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者についてもマイナンバー
の記載が必要です。

　（控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者の本人確認書類は不要
です。）
※代理人が申告する場合
　申告者本人分の必要書類に加え､ 代理人の方の本人確認書類の提示

が必要です。

※相談日は大変混雑しますので、医療費の領収
書や収支内訳書は必ず計算したものをご持参
ください。計算ができていなければ、会場に
てご自分で計算していただきます。
※令和元年分の確定申告受付から、申告書の提
出方法が、書面提出からデータ提出へと変更
になっています。
　これに伴い、利用者識別番号をお持ちでない
方は、利用者識別番号の取得に時間をいただ
きますので、予めご了承ください。
※例年申告会場は大変混雑しますので、電子申
告（国税庁ホームページ）や郵送による申告
などをご検討いただくなど、ご理解ご協力を
お願いします。

申 告 相 談 日 程 表
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● お問い合わせ ●　　上板町　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

令和６年度の上板町定住促進「住宅取得応援助成金」
の申請期日が近づいています

令和６年度の上板町定住促進「住宅取得応援助成金」
の申請期日が近づいています

●制度の概要
　平成30年４月１日から令和10年３月31日の間に、上板町への移
住・定住者が新たに居住を開始した一戸建て住宅と住宅用地に対
して賦課及び納付された固定資産税に相当する額を、最大５年間
助成します。※ただし、令和５年４月１日以降の移住・定住者に
ついては、一戸建て住宅（家屋）助成のみです。（住宅用地分の
助成はありません。）
●対象となる物件
　平成30年４月１日から令和10年３月31日の間に移住又は定住の
ために新たに居住を開始した、上板町内に所在する新築又は中古
住宅（以下「対象住宅」といいます。）及び対象住宅に係る住宅
用地（以下「対象用地」といいます。）※ただし、令和５年４月
１日以降の移住・定住者については、一戸建て住宅（家屋）のみ
対象です。（住宅用地分は対象になりません。）
●交付対象者
　対象住宅に居住し移住又は定住した方で、町税等の滞納がない方
及びその他町長が助成金の対象者として適さない事項の該当者で
ないと認める方

　◎住宅を建て替えた方や、親族からの相続により住宅を取得した
方についても、建て替え又は住宅の取得及び当該住宅での定住
となる居住開始が、要件を満たす期間内である場合は交付対象
者になり得ます。

　◎住宅・敷地ともに所有権を有していない方でも、居住状況次第
で対象になる場合もあります。

●助成金の額
　対象住宅及び対象用地に対して賦課及び納
付された固定資産税額に相当する額
　◎助成金の額を算出する際に100円未満の
端数が生じた場合は切り捨てになります。

●助成対象期間
　「申請者の移住又は定住開始後、最初に到
来する１月１日」を賦課期日とする固定資
産税の賦課年度以降５年間
●交付申請
　７月～翌年３月15日の間
　◎固定資産税納付後の申請になります。
　◎助成金は年度毎の固定資産税額に応じて
交付されるため、初回申請以降毎年度申
請が必要です。

　◎審査の結果助成金の交付を受けられない
場合もあります。

※助成金の制度については上記内容に加え、
他にも要件や注意事項があります。詳し
くは町ホームページの該当記事内にて交
付要綱をご確認いただくか、企画防災課
までお問い合わせ下さい。

お済ですか？

おむつ代に係る医療費控除確認書
（令和６年以降の年分に係る申告）について

介護保険要介護
認定者の方へ　

　おおむね６カ月以上にわたり寝たきりの者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める
場合、そのおむつに係る費用は、所得税・住民税において、医療費控除の対象となっています。
　確定申告の際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」または町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」
のいずれかが必要です。
　申請により、以下の要件を満たした方に「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付します。

1　上板町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関す
る主治医意見書において以下の要件を満たすもの

2　申請者
　　本人または親族
3　申請手続に必要な物　
　　・おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書
　　・対象者の介護保険被保険者証
　　・親族が申請する場合は親族の本人確認書類
　　・１年目の申告時に使用した「おむつ使用証明書」

の提示又は写しの添付
　　　（おむつ代を申告するのが２年目以降の場合）
　　　※令和６年が１年目の場合は不要
4　申請の必要がない場合
　　本人及び扶養者が所得税・住民税のいずれも非課税

の場合
5　交付方法
　　申請後、内容を確認し１週間ほどで郵送します。

　 医療費控除を受ける
のが１年目の人

医療費控除を受ける
のが２年目以降の人

（1）尿失禁又はカテーテルの項目にチェックがあること

（2）日常生活自立度（寝たきり度）がB1、B2、C1、
C2のいずれかに該当すること

（3）

おむつを使用した当該年
の要介護認定を含む要介
護認定で、それらの有効
期間を合算して６か月以
上であること

おむつを使用した当該年
に主治医意見書が作成さ
れていること
当該年に主治医意見書が
作成されていない場合
は、現在受けている要介
護認定の有効期間が13
か月以上であること

● お問い合わせ ●　　上板町　健康推進課　　☎０８８−６９４−６８１０
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● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

検診名 対象者 自己負担金 検診期間
子宮頸がん検診 20歳以上の女性（２年に１回） 1,200円

令和７年３月31日まで
（医院の診療時間内）乳 が ん 検 診 40歳以上の女性（２年に１回） 1,500円

胃 内 視 鏡 検 診 50歳以上の方（２年に１回） 4,100円

《検診場所》県内広域医療機関
《申 込 み》保健相談センター・保健師まで（☎088−694−3344）にてお問い合わせください。

※胃内視鏡検診について
　この胃がん検診で実施する内

視鏡検査では、鎮静剤を使用
できません。また、同一年度
に胃部エックス線検査と併用
はできません。

１　個別検診について

２　救急車の正しいかかり方について

①　15分以上続く突然の胸の痛み、圧迫感、
　　重苦しさ、特に冷や汗を伴うようなもの
　　⇒心筋梗塞、狭心症などが疑われます！
②　突然、意識がなくなる
　　⇒脳出血、脳梗塞などが疑われます！
③　突然、手や足に麻痺がおこる
　　⇒脳出血、脳梗塞などが疑われます！
④　呼吸が苦しくなる
　　息を吸うごとにヒューヒュー音がしている
　　息を吐くときに大げさに肩を動かしている
　　意識がはっきりしない、など
⑤　出血が止まらなくなる
　　傷口から血液が勢いよくふきだしている
　　血液が大量に流れ出している、など
⑥　広い範囲のやけど
　　（例：体の表面積の15％以上）
⑦　交通事故
　　⇒特にはねとばされたり、歩行ができない、
　　　意識がないなど
　　　現場検証の前に119番通報
⑧　心肺停止状態
　　心臓と呼吸が止まった状態で、
　　放置すれば死んでしまう。一刻を争う状態。
⑨ その他、いつもと様子が全く違う、
　　顔色が真っ青などの異常がある、など

◆ 私のかかりつけ医 ◆
病 院 名

電話番号

診療時間

＊化学物質（タバコ・家庭用品）、医薬品、動植物の毒な
どによって急性中毒の事故が発生した場合には…

大阪中毒110番（365日　24時間対応）
 ☎072−727−2499 　（情報提供：無料）

こんな時は救急車を
呼びましょう

救 急 車 の 呼 び 方
緊急を要する重症な状態の場合は、次の要領で通報し
てください。
❶　119番にダイヤルする。
❷　「火事ですか。救急ですか。」と尋ねられるので、
　　「救急です」と告げる。
❸　救急車に来てもらう場所、患者の氏名、年齢、状態

を伝える。
　　⃝マンションの場合はマンションの名前、○階、

○号室
　　⃝場所がわかりにくい場合は、目印となる建物や

道路名など
❹　救急車を待っている間に次のものを用意する。
　　⃝健康保険証　⃝お金　⃝普段飲んでいるお薬
❺　救急車のサイレンが聞こえたら、場所を案内す

る人を出し、誘導する。
❻ 救急車が到着したら、次のことを伝える。
　 ⃝救急車が到着するまでの容態変化
　 ⃝応急手当をした場合は、その内容
　 ⃝持病がある場合は、その病名、かかりつけ医

保健師からのお知らせです
INFORMATION
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● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

３　ヒートショックに注意しましょう！

　温度の急激な変化で血圧が上下に大きく変動することによって、心筋梗塞や脳卒中などの血管の病気を引き起こす
健康被害のことです。あたたかい部屋から寒い脱衣所や浴室へ移動したり、熱い湯船に入ることで血圧が急変動し、
失神や心筋梗塞、脳卒中を起こし、入浴中の溺死や急死につながることがあります。冬の入浴時などは特に注意と予
防が必要です。

『ヒートショック』とは？

（１）入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。（浴槽の蓋を開けておく など）
（２）湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。
（３）浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
（４）食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避けましょう。
（５）入浴前に、家族に声をかけてから入浴しましょう。
（６）高齢者や高血圧症の方は、一番風呂を避けましょう。

ヒートショックを防ぐ６つのポイント

４　自殺予防サポーター（ゲートキーパー）養成講座を開催します
　ゲートキーパーとは、悩んでいる人や自殺に傾く人のサインに気づき、必要な支援につなげ
見守る人のことです。特別な資格は不要で、誰もがゲートキーパーになることができます。
　ゲートキーパーとしての基本的な役割や具体的な対応等について学んでみませんか。

５　風しんの追加的対策事業は令和７年２月28日に終了します
　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性に対し、風しん抗体検査及び予防接種（風しん
第５期定期予防接種）を令和７年２月28日まで実施いたします。
　実施にあたっては、風しん抗体検査を行い、検査結果が一定の基準を満たさない方が、風しん第５期定期予防接種
の対象者となります。
　対象の方には令和６年４月下旬にクーポン券をお送りしています。検査や予防接種を受ける際には、必ずクーポン
券と本人確認書類（保険証、運転免許証等）をお持ちください。
＊抗体検査や予防接種にかかる費用は原則無料です。

●日時　令和７年２月21日（金）　13：30〜15：00（受付13：10〜）

●場所　上板町保健相談センター　２階　多目的ホール
●演題　『し合わせのつくり方−地域の特性に応じた
　　　　　自殺予防サポーター（ゲートキーパー）養成講座−』
●講師　徳島大学大学院　社会産業理工学研究部　准教授

　　　　公認心理師　甲
こう

　田
だ

　宗
むね

　良
なが

　氏

●お申し込み　事前のお申し込みは不要です。

参加費
無料

ご参加予定の方は、当
日までに下記ＱＲコー
ドより事前アンケート
回答のご協力をお願い
いたします。
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２月　保健行事予定表

担当時間以外
の深夜の救急

き た じ ま 田 岡 病 院　698−1234　全日対応ですが、要確認
稲　　次　　病　　院　692−5757　水曜日、土曜日は受診前に要確認
とくしま医療センター東病院　672−1171　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

令和７年２・３月分
〈2/1～3/10 まで〉

市外局番は
（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医 ■ 担当時間 ■

平日18：00～22：00
休日　9：00～22：00

こども
用

とくしまの小児救急医療体制 各医療機関
所在地

※受診される場合は、事前に確認し健康保険証・医療費助成の
受給者証をお持ちのうえご利用ください。

本ページの医療体制は変更されることがあります。
最新の情報は左記ＱＲコードからご確認ください。
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/
2012081600367/

２
月

1 ㈯ 杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク 693−1021
2 ㈰ 田 根 内 科 698−0123
3 ㈪ 芳 川 病 院 699−5355
4 ㈫ 井 上 医 院 699−8070
5 ㈬ たかた整形外科・せぼねクリニック 698−8689
6 ㈭ 谷口耳鼻咽喉科クリニック 699−2787
7 ㈮ か ま だ 眼 科 678−8585
8 ㈯ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693−3020
9 ㈰ い の も と 眼 科 内 科 698−8887

10 ㈪ 小 松 泌 尿 器 科 692−1277
11 ㈫ 浦 田 病 院 699−2921
12 ㈬ 春 藤 内 科 胃 腸 科 699−3777
13 ㈭ 有 住 内 科 ク リ ニ ッ ク 698−8655
14 ㈮ 吉 野 川 病 院 698−6111
15 ㈯ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
16 ㈰ 芳 川 病 院 699−5355
17 ㈪ 新 居 内 科 698−8808
18 ㈫ 田 根 内 科 698−0123
19 ㈬ い の も と 眼 科 内 科 698−8887

２
月

20 ㈭ 北 島 こ ど も ク リ ニ ッ ク 697−2221
21 ㈮ つ か さ ク リ ニ ッ ク 697−2323
22 ㈯ こうのＩＮＲクリニック 693−1103
23 ㈰ 井 上 医 院 699−8070
24 ㈪ 春 藤 内 科 胃 腸 科 699−3777
25 ㈫ 中村耳鼻咽喉科クリニック 697−3213
26 ㈬ 健生きたじまクリニック 698−9629
27 ㈭ こ ま つ ば ら 整 形 外 科 698−5108
28 ㈮ ルナウイメンズクリニック 697−2322

３
月

1 ㈯ 藍住たまき青空クリニック 678−7727
2 ㈰ 北 島 こ ど も ク リ ニ ッ ク 697−2221
3 ㈪ く ぼ 小 児 科 ク リ ニ ッ ク 678−7141
4 ㈫ き た じ ま 皮 フ 科 678−7010
5 ㈬ 香 川 内 科 692−9770
6 ㈭ 森 本 医 院 641−4141
7 ㈮ 中 川 整 形 外 科 641−2288
8 ㈯ 安 芸 内 科 692−6111
9 ㈰ 谷口耳鼻咽喉科クリニック 699−2787

10 ㈪ 稲 次 病 院 692−5757

● お問い合わせ ●
上板町保健相談センター　☎０８８−６９４−３３４４

Ⅰ　健康相談・健康教育
月日 時　間 場　所 内　容 担　当

2/4 13：30～
15：00

保健相談
センター

個別健康相談・
健康教育

保健師・管理栄養
士・理学療法士

3/4 13：30～
15：00

保健相談
センター 個別健康相談 保健師・管理栄養

士

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

2/5
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

問診、身体測定、
診察、育児相談、
栄養相談

令和６年３月４月、
令和６年９月10月生

Ⅱ　乳幼児健康診査
１．乳児健康診査

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

2/26
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

股関節脱臼検診・
ブックスタート

令和６年８月24日～
令和６年12月26日生

２．股関節脱臼検診・ブックスタート

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

2/19
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

問診、内科・歯 科
診察、身体測定、
尿 検査、発達・育
児・歯科・栄養相談

令和３年６月１日～
令和３年８月31日生

３．３歳児健康診査
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請
書
」
を
健
康
推
進
課
ま
で

提
出
し
て
下
さ
い
。

　
（
申
請
書
は
上
板
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
健
康
推
進
課
に
あ
り
ま
す
。）

3　
申
請
手
続
に
必
要
な
物　

　
⑴
対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証

　
⑵
親
族
が
申
請
す
る
場
合
は
親
族
の
本
人

確
認
書
類

4　
申
請
の
必
要
が
な
い
場
合

　
⑴
す
で
に
同
程
度
の
障
害
区
分
に
該
当
す

る
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
場
合

　
　
（
手
帳
で
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。）

　
⑵
本
人
及
び
扶
養
者
が
所
得
税
・
住
民
税

の
い
ず
れ
も
非
課
税
の
場
合

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町　
健
康
推
進
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
０ 

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の
交
付
に
つ
い
て

児
童
手
当（
２
月
期
）の
支
給
に
つ
い
て

　
児
童
手
当
２
月
期
（
令
和
６
年
12
月
、
令

和
７
年
１
月
分
）
の
支
給
日
は
、
令
和
７

年
２
月
12
日
で
す
。

　
※
振
込
通
知
書
の
送
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

支
給
日
以
降
に
、
通
帳
の
記
帳
に
よ
り
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町　
民
生
児
童
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
１ 

募集種目 資　　格 受付期間 試　験　日 そ　の　他

一般幹部
候 補 生

＜大卒程度試験＞
22 ～ 26歳未満の者

（20歳以上22歳未満の者は大卒（見込含）、
修士課程修了者等（見込含）は28歳未満の者
＜院卒者試験＞
20歳以上28歳未満の者で修士課程修了者等

令和７年３月１日～
同年４月４日まで

１次試験
令和７年４月12日(土)
飛行要員は13日(日)の２日間
※２次試験については、５月中旬予定

試験会場
海上自衛隊
徳島航空基地内（松茂町）

一 般 曹
候 補 生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は採用予定月の末日現在33歳に
達していない者）

令和７年３月１日～
同年５月７日まで

１次試験
令和７年５月17日～25日
※２次試験については、６月中旬予定

試験会場
海上自衛隊
徳島航空基地内（松茂町）

お問い合わせ先　自衛隊鳴門地域事務所（☎０８８－６８５－５３０６）
住所：鳴門市撫養町立岩字七枚57　　

※鳴門地域事務所では随時説明会を実施していますのでご予約戴ければ24時間対応いたします。

自 衛 官 等 採 用 案 内

上
板
町
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
の
募
集
に
つ
い
て

　
上
板
町
で
は
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
使
用

す
る
学
校
給
食
用
物
資
の
納
入
業
者
を
募
集

い
た
し
ま
す
。
募
集
の
様
式
等
に
つ
き
ま
し

て
は
、
上
板
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
板
野
郡
上
板
町
高
瀬
字
宮
ノ
本
２
５
０
番
地
４

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）２
２
７
９

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
要
介
護
認
定
者
の
方
へ

令和６年度中（R6.4.1～R7.3.31）に結婚した世帯に対し、居住費などを補助

最大 60万円 婚姻時年齢30歳以上
の場合最大30万円

※対象となる費用は
　令和６年度中に発
　生したものになり
　ます

●申請できる方
・婚姻時夫婦ともに39歳以下
・世帯所得500万円未満（世帯合算）
・５年以上継続して上板町に居住する
　意思がある

●申請時に必要なもの
・婚姻がわかるもの（受理証明、戸籍全部事項証明等）
・住民票（写し）
・所得がわかるもの（所得課税証明 等）
・契約書、領収書（写し）

結婚新生活支援事業　まだ間に合う！

住宅購入費
（新築・中古）

リフォーム費
（業者が行うもの）

引越し費
（業者が行うもの）

家賃・敷金・礼金・共益費
（駐車場代は対象外）

※令和５年度に交付を受けた方で、
上限額に達しなかった場合は、令
和６年度に補助上限額から既に交
付を受けた金額を差引いた金額を
請求できます

※申請される場合は、必ず事前に
ご相談ください

●対象となる
　費用

● お問い合わせ ●　　上板町　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４
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と
し
て
開
放
し
て
は
ど
う
か

答　
弁
　

教
育
長

　
老
人
集
会
所
の
活
用
は
、
子
ど
も
に
と
っ

て
新
し
い
学
び
の
選
択
肢
が
広
が
る
と
捉
え

て
い
る
。
南
老
人
集
会
所
以
外
の
３
集
会
所

で
児
童
・
生
徒
の
安
全
管
理
や
鍵
の
施
錠
等

に
つ
い
て
地
域
の
方
や
保
護
者
の
方
々
の
協

力
が
必
要
で
あ
る
。
各
学
校
で
協
議
・
検
討

す
る
よ
う
指
示
を
す
る
。 

再
問　
各
老
人
集
会
所
管
理
の
主
管
課
の
答

弁
を
お
願
い
し
た
い

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　
管
理
人
の
い
る
南
老
人
集
会
所
で
試
験
的

に
開
放
し
、
利
用
状
況
等
に
よ
り
今
後
対
応

を
し
た
い
。

再
再
問　
子
ど
も
達
の
進
路
保
障
、
学
力
の

保
障
を
考
え
同
時
に
開
始
し
走
り
な
が
ら

修
正
を
し
て
い
く
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

質
問
２

１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
ケ
ア
に
つ
い
て

①
町
内
の
１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
数
は

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長　

　

２
０
２
０
年
の
国
勢
調
査
で
は
上
板
町
内

の
65
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
は

５
５
３
名
。

再
問　
毎
年
調
査
を
し
て
的
確
に
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
が

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　
住
民
票
に
よ
る
現
時
点
の
１
人
暮
ら
し
世

帯
は
１
０
３
３
で
あ
る
。２
０
１
５
年
の
65

歳
以
上
の
単
身
世
帯
は
４
５
４
で
あ
り
、
５

年
間
で
約
１
０
０
人
増
加
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
調
査
に
つ
い
て
は
検
討

す
る
。

②
現
在
行
っ
て
い
る
ケ
ア
体
制
と
内
容
は

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　
緊
急
通
報
装
置
を
単
身
高
齢
者
宅
に
27
台

２
日　
第
十
堰
対
策
促
進
期
成
同
盟
会

　
　
　
な
く
せ
じ
ん
肺
キ
ャ
ラ
バ
ン
来
庁

18
日　
中
央
広
域
環
境
施
設
組
合
議
会
定
例

会

31
日　
第
62
回
四
国
地
区
町
村
議
会
議
長
会

研
修
会

２
～
３
日　
第
60
回
石
垣
島
ま
つ
り
２
０
２
４

　
　
　
　
　
（
ゆ
か
り
の
ま
ち
）

７
日　
福
井
県
高
浜
町
議
会
総
務
産
業
常
任

委
員
会
行
政
視
察
来
町

　
　
　
第
27
回
板
野
郡
議
長
会
議
員
研
修
会

11
日　
第
４
回
板
野
郡
町
議
会
議
長
会
定
例
会

13
日　
第
68
回
町
村
議
会
議
長
全
国
大
会

14
日　
徳
島
県
議
長
研
修
会

20
日　
議
会
改
革
特
別
委
員
会
協
議
会

23
～
24
日　
上
板
町
文
化
祭

28
日　
第
３
回
臨
時
会

　
　
　
防
災
対
策
特
別
委
員
会
協
議
会

30
日　
上
板
町
防
災
フ
ェ
ス
タ

５
日　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
（
第
４
回
定
例
会
開
催
日
程
等
協
議
）

　
　
　
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　
　
　
（
第
４
回
定
例
会
提
出
議
案
説
明
）

８
日　
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

10
日　
第
４
回
定
例
会
開
会
（
～
12
日
）

　
　
　
（
町
長
挨
拶
及
び
提
出
議
案
提
案
理

由
の
説
明
、
一
般
質
問
）

11
日　
第
４
回
定
例
会
（
一
般
質
問
）

　
　
　
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　
　
　
（
追
加
議
案
説
明
）

12
日　
第
４
回
定
例
会
（
一
般
質
問
、
議
案

審
議
、
閉
会
）

17
日　
板
野
西
部
消
防
組
合
議
会
定
例
会

25
日　
さ
く
ら
保
育
所
保
護
者
懇
談
会
及
び

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
基
づ
く
提
言
書

の
受
け
渡
し

質
問
１

夏
休
み
等
に
お
け
る
児
童
・
生
徒
の
家
庭
外

自
習
場
所
に
つ
い
て

①
現
在
、
夏
休
み
等
に
お
け
る
児
童
・
生
徒

の
家
庭
外
自
習
場
所
の
実
態
を
ど
の
程
度

把
握
し
て
い
る
か

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
各
校
区
の
学
童
保
育
の
他
に
、
神
宅
は
文

化
セ
ン
タ
ー
・
学
校
主
催
の
あ
た
ご
ク
ラ
ブ
、

東
光
は
馬
道
会
館
、
松
島
は
学
校
の
質
問
教

室
を
宿
題
や
自
習
の
場
と
し
て
利
用
し
て
い

る
。
中
学
校
は
、
３
年
生
が
学
校
図
書
室
で

10
日
間
学
習
教
室
を
し
て
い
る
。

②
現
在
の
実
態
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
や
地
域
で
様
々
な
取
り

組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
教
育
委
員
会
と
し
て

非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
う
。

再
問　
学
童
保
育
は
放
課
後
の
子
ど
も
の
居

場
所
で
あ
り
、本
来
、教
育
の
場
で
は
な
い
。

利
用
す
る
の
は
有
料
で
あ
る
。
通
っ
て
い

な
い
子
ど
も
の
自
習
は
ど
う
す
る
の
か

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　

神
宅
小
学
校
で
は
、「
あ
た
ご
ク
ラ
ブ
」

と
い
う
形
で
自
習
の
場
を
設
け
て
い
る
。
各

学
校
に
働
き
か
け
て
こ
の
よ
う
な
形
で
サ

ポ
ー
ト
す
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

③
町
内
に
あ
る
４
老
人
集
会
所
を
自
習
場
所

「
一
般
質
問
」

令
和
６
年
10
月
～
12
月

「
議
会
の
う
ご
き
」

板野郡議長会議員研修会

全国議長大会

本
淨
敏
之 

議
員

議
会
だ
よ
り
上
板
町
議
会

〈
10
月
〉

〈
11
月
〉

〈
12
月
〉

福井県高浜町議会行政視察来町

提言書の受け渡し
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設
置
、
配
食
サ
ー
ビ
ス
時
の
見
守
り
世
帯
31

世
帯
、
徳
島
新
聞
専
売
所
及
び
徳
島
生
協
と

は
高
齢
者
等
見
守
り
活
動
に
関
す
る
協
定
書

を
締
結
す
る
等
不
安
解
消
を
図
っ
て
い
る
。

再
問　
今
、
や
ら
れ
て
い
る
対
応
を
充
分
で

あ
る
と
捉
え
て
い
る
か

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　
１
人
世
帯
の
数
に
比
し
て
配
食
サ
ー
ビ
ス

数
、
緊
急
通
報
装
置
の
数
は
極
端
に
低
い
。

民
生
委
員
が
個
別
に
対
応
し
て
い
る
の
で
本

当
に
必
要
な
人
に
は
行
き
渡
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
徳
島
新
聞
、
徳
島
生

協
に
も
変
化
が
あ
れ
ば
連
絡
し
て
く
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
充
分
と
は
言
え
な
い

が
精
一
杯
努
力
し
て
い
る
。

再
問　
民
生
委
員
の
方
々
に
協
力
し
て
も
ら

い
月
に
１
回
く
ら
い
は
電
話
を
か
け
た
り
、

顔
を
見
に
行
く
な
ど
の
綿
密
な
取
り
組
み

が
必
要
で
は
な
い
か

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　
支
部
内
の
班
長
の
方
に
広
報
紙
の
配
布
時

に
声
を
か
け
て
い
た
だ
く
よ
う
依
頼
し
た
い
。

質
問
３

休
耕
地
等
の
除
草
に
つ
い
て

①
現
在
の
休
耕
地
等
の
数
と
面
積
は

答　
弁
　

産
業
課
長

　
前
年
度
実
績
で
は
荒
廃
地
調
査
の
結
果
で

は
、
４
２
１
筆
、
約
28
ha
で
あ
る
。

再
問　
そ
の
面
積
は
、
町
全
体
の
耕
作
地
の

何
％
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
農
地
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
上
の
農
地
面
積
は

約
９
９
４
ha
で
あ
り
、
荒
廃
地
は
約
28
ha
で

あ
る
の
で
２
．82
％
と
な
る
。

再
問　
休
耕
地
等
は
増
加
傾
向
に
あ
る
と
考

え
る
が
、
実
際
の
数
字
の
上
で
増
加
し
て

い
る
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
過
去
５
年
間
を
合
計
す
る
と
約
5.7
ha
で
平

均
す
る
と
年
間
約
1.1
ha
で
、
ほ
ぼ
横
ば
い
状

態
で
あ
る
。

②
地
主
へ
の
除
草
要
請
の
手
順
は

答　
弁
　

産
業
課
長

　
除
草
の
要
望
が
あ
っ
た
場
合
は
、
現
地
確

認
の
上
所
有
者
又
は
管
理
者
を
確
認
し
、
農

地
の
除
草
対
応
を
文
書
で
通
知
す
る
。
ま
た

電
話
や
直
接
訪
問
も
し
て
い
る
。

再
問　
文
書
と
か
電
話
で
要
請
し
て
も
除
草

し
て
く
れ
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
に
対
応

す
る
の
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
再
度
、
連
絡
を
取
り
指
導
を
す
る
が
、
一

段
と
厳
し
く
指
導
す
る
。

再
再
問　
協
力
し
な
い
、
除
草
し
な
い
所
有

者
・
管
理
者
が
い
る
場
合
に
法
的
処
置
は

執
れ
る
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
所
有
者
等
は
近
隣

の
住
民
に
迷
惑
で
あ
る
等
々
を
説
明
す
る
。

訴
訟
し
て
も
諸
般
の
事
情
等
に
よ
り
平
行
線

に
な
る
と
思
う
の
で
直
接
会
っ
て
話
を
し
、

解
消
に
向
け
て
努
力
す
る
。

質
問
４

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
と
除
草

機
具
の
整
備
に
つ
い
て

①
除
草
作
業
に
つ
い
て
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
に
依
頼
す
る
事
が
多
い
と
思
う
。

人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
草
の
刈
り
払
い
機
で

除
草
を
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
上
板
町

社
会
福
祉
協
議
会
の
予
算
は
限
ら
れ
て
い

る
の
で
上
板
町
が
大
型
の
除
草
機
を
購
入

の
上
、
貸
与
す
れ
ば
除
草
の
効
率
化
が
図

さ
れ
て
い
る
防
災
調
整
池
設
置
工
事
が
ほ
ぼ

完
成
し
て
い
る
。
一
方
で
地
権
者
と
の
賃
貸

借
契
約
の
細
部
に
つ
い
て
調
整
交
渉
中
。

②
阿
波
市
東
長
峰
の
処
理
場
が
用
地
買
収
か

ら
賃
貸
借
契
約
に
方
針
転
換
し
て
い
る
が
、

ど
う
し
て
な
の
か
、
町
と
し
て
の
見
解
を

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
阿
波
市
・
板
野
町
と
連
携
を
図
り
な
が
ら

全
力
で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

③
２
０
２
８
年
４
月
よ
り
新
ご
み
処
理
場
稼

働
開
始
を
目
指
す
と
あ
り
ま
す
が
、
見
通

し
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
地
権
者
と
早
急
に
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
、

工
事
入
札
を
行
い
、
２
０
２
８
年
４
月
稼
働

を
可
能
に
し
た
い
。

④
処
理
施
設
の
建
設
費
用
は
73
億
６
千
万
円

の
予
定
と
あ
る
が
、
今
の
状
況
を
鑑
み
る

と
増
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。
上
板
町
の
財
政
状
況
か
ら
す
る
と
こ

れ
以
上
の
負
担
は
町
の
存
続
自
体
が
心
配

に
な
っ
て
く
る
。
１
市
２
町
の
協
力
を
と

町
長
は
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
の
状

態
が
続
く
こ
と
は
町
に
と
っ
て
大
変
な
事

態
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
町

長
の
お
考
え
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い

答　
弁
　

町
長

　
町
民
の
皆
様
に
は
大
変
ご
心
配
を
お
か
け

し
て
い
る
が
、
今
後
も
上
板
町
・
阿
波
市
・

板
野
町
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
全
力
で
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

⑤
９
月
５
日
の
上
板
町
議
会
議
員
全
員
協
議

会
で
の
説
明
の
中
で
組
合
の
方
か
ら
ご
説

明
い
た
だ
い
た
、
山
口
県
へ
の
ご
み
の
運

搬
に
つ
い
て
積
算
根
拠
を
教
え
て
い
た
だ

き
た
い
。
改
造
工
事
２
億
４
千
８
百
万
円
、

れ
る
の
で
は
な
い
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
所
有
者
等
の
除
草
が
困
難
な
場
合
は
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
す
る
よ
う
に
指

導
文
書
の
内
容
に
も
含
め
て
通
知
し
て
い
る
。

同
セ
ン
タ
ー
へ
の
機
具
の
整
備
等
は
考
え
て

い
な
い
。
産
業
課
、
農
業
委
員
会
と
し
て
は
、

荒
廃
地
の
耕
耘
は
ア
グ
リ
サ
ポ
ー
ト
上
板
、

高
木
等
の
処
理
は
森
林
組
合
等
を
紹
介
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
は
、
年
間

４
０
０
万
円
の
運
営
委
託
料
を
支
払
っ
て
い

る
の
で
、
機
具
整
備
等
は
そ
の
費
用
の
中
で

対
応
し
て
ほ
し
い
。

再
問　
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
で
も
あ
る
町

長
に
も
答
弁
を
願
い
た
い

答　
弁
　

町
長

　
除
草
に
対
応
し
て
い
る
人
は
９
人
し
か
い

な
い
。
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
を
依
頼
に

回
っ
て
も
登
録
し
て
く
れ
る
の
は
少
な
い
状

態
に
あ
る
。
除
草
機
具
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

除
草
作
業
を
し
て
い
る
人
及
び
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
と
も
協
議
・
検
討
し
て
い
き
た

い
。

質
問
１

新
ご
み
施
設
に
つ
い
て

①
新
ご
み
処
理
施
設
の
進
捗
状
況
は

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
林
開
発
行
為
に
伴
い
、
設
置
が
義
務
づ
け

上
原
勝
利 
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運
転
業
務
２
億
９
百
万
、
ご
み
運
搬
17
億 

８
百
万
円
、
ご
み
処
理
13
億
８
千
４
百
万

円
、
車
両
確
保
１
億
４
千
３
百
万
円
に
つ

い
て

答　
弁
　

副
町
長

　
９
月
５
日
の
全
員
協
議
会
で
事
業
者
選
定

を
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
決
定
し
て

お
り
、
優
先
交
渉
権
者
に
決
定
し
た
事
業
者

グ
ル
ー
プ
か
ら
提
案
さ
れ
た
見
積
金
額
を
業

務
ご
と
の
内
訳
を
含
め
て
説
明
し
て
い
る
。

個
々
の
内
容
に
つ
い
て
は
説
明
で
き
な
い
。

質
問
２

七
条
地
区
農
業
集
落
排
水
事
業
に
つ
い
て

①
現
在
、
町
は
機
能
強
化
工
事
を
行
っ
て
い

る
が
、
多
額
の
費
用
が
か
か
っ
て
お
り
、

町
の
財
政
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
す
ぐ
に
廃
止
と

い
う
事
は
で
き
な
い
事
業
。
そ
こ
で
並
行

し
て
合
併
処
理
槽
を
推
進
し
、
向
こ
う
十

年
で
集
落
排
水
を
無
く
す
と
い
う
の
は
ど

う
か

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
機
能
強
化
工
事
の
目
的
と
し
て
本
地
区
の

処
理
施
設
は
設
置
か
ら
20
年
以
上
が
経
過
し

て
お
り
、
令
和
２
年
度
に
実
施
し
た
機
能
診

断
業
務
に
お
い
て
、
機
能
回
復
が
必
要
な
機

器
を
確
認
し
、
機
能
強
化
工
事
を
現
在
行
っ

て
い
る
。
現
在
、
長
寿
命
化
を
進
め
て
お
り
、

合
併
浄
化
槽
の
推
進
は
、
町
と
し
て
で
き
な

い
。

②
管
路
の
寿
命
も
近
づ
い
て
き
て
お
り
、
南

海
ト
ラ
フ
地
震
も
予
想
さ
れ
て
い
る
。
今

の
状
況
で
で
き
る
だ
け
寿
命
を
延
ば
す
、

一
方
で
は
先
の
議
会
で
申
し
上
げ
た
が
、

阿
北
し
尿
処
理
場
へ
運
搬
処
理
し
て
い
る

し
尿
を
、
七
条
地
区
農
業
集
落
排
水
で
一

括
処
理
で
き
る
よ
う
改
善
し
て
は
ど
う
か
。

難
し
い
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
が
、

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
上
板
町
の
重
大
事
案

で
あ
る

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
阿
北
環
境
整
備
組
合
へ
運
搬
処
理
し
て
い

る
し
尿
は
、
七
条
地
区
の
し
尿
と
は
性
質
が

異
な
り
、
一
括
処
理
は
で
き
な
い
。

質
問
３

図
書
館
に
つ
い
て

①
板
野
町
図
書
館
は
年
間
５
百
万
円
で
上
板

町
は
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
年
間

の
上
板
町
利
用
者
の
人
数
は

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
令
和
３
年
度
～
令
和
５
年
度
毎
年
３
千
人

前
後
。

質
問
４

上
板
町
の
タ
ク
シ
ー
利
用
に
つ
い
て

①
年
間
タ
ク
シ
ー
利
用
者
（
上
板
町
の
補
助

券
使
用
）
は
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
か
、
ま

た
そ
の
金
額
を
教
え
て
ほ
し
い

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　

令
和
４
年
度
、
５
４
０
名（
２
百
26
万 

７
千
円
）
令
和
５
年
度
、
８
２
０
名
（
４
百 

80
万
６
千
５
百
円
）
令
和
６
年
度
、
８
０
３

名
（
２
百
75
万
８
千
５
百
円
）
年
度
途
中
10

月
ま
で
。

②
町
か
ら
タ
ク
シ
ー
券
を
配
布
し
て
い
る
が

多
く
の
人
が
使
用
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、

障
が
い
の
あ
る
方
が
利
用
し
づ
ら
い
の
が

現
状
。
有
効
な
対
策
は
な
い
の
か

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　
介
護
タ
ク
シ
ー
事
業
者
と
協
議
を
し
て
い

き
た
い
。

度
９
件
だ
っ
た
。
内
容
は
、
業
務
改
善
に
活

か
さ
れ
た
。
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
広
報
か

み
い
た
令
和
５
年
３
月
号
に
回
答
を
掲
載
し

て
い
る
。
今
後
は
、
設
置
場
所
、
募
集
期
間

等
を
は
じ
め
と
し
て
周
知
方
法
、
期
間
を
見

直
し
て
い
き
た
い
。

質
問
２

地
産
・
地
消
、
楽
し
い
カ
フ
ェ
の
推
進

①
上
板
町
内
に
は
、
住
民
が
楽
し
く
集
い
交

流
の
場
に
な
る
、
地
産
・
地
消
を
主
体
と

し
た
カ
フ
ェ
が
な
い
。
空
き
家
等
の
活
用

が
で
き
な
い
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
地
産
・
地
消
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
が
町

内
で
生
産
し
た
規
格
外
野
菜
を
有
効
利
用
す

る
た
め
、
関
係
機
関
と
連
携
し
カ
フ
ェ
運
営

に
必
要
な
材
料
の
確
保
を
支
援
し
た
い
。
一

方
、
空
き
家
等
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
関
係

課
と
連
携
し
て
検
討
し
た
い
。

答　
弁
　

企
画
防
災
課
長

　
空
き
家
等
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
上
板
町

が
実
施
し
て
い
る「
上
板
町
空
き
家
バ
ン
ク
」

で
は
、
移
住
・
定
住
促
進
を
は
じ
め
と
し
た

地
域
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。「
カ
フ
ェ
」と
し
て
店
舗
の
み
の
利
用
は
、

要
綱
上
制
度
の
利
用
は
難
し
い
。

再
問　
国
の
総
務
省「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」

の
本
町
の
募
集
要
項
に
、
技
の
館
に
お
け

る
特
産
品
の
技
術
収
集
等
々
を
い
れ
て
、

技
の
館
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お
け
る
地
産
・
地

消
の
カ
フ
ェ
の
運
営
に
携
わ
る
人
の
募
集

は
で
き
な
い
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
指
定
管
理
者
の
一
般
社
団
法
人
ジ
ャ
パ
ン

ブ
ル
ー
上
板
と
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
ま
じ

え
実
現
可
能
か
協
議
し
た
い
。

質
問
１

少
子
化・高
齢
化
が
進
む
中「
笑
顔
」「
に
ぎ

わ
い
」の
あ
る
町
と
し
て
ど
う
推
進
す
る
の
か

①
本
町
は
、
人
口
減
少
問
題
へ
の
対
応
を
最

重
要
課
題
と
し
て
、「
小
さ
く
て
も
キ
ラ

リ
と
光
る
町
づ
く
り
」
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
行
政
に
た
ず
さ
わ
っ

て
い
る
職
員
の
１
年
１
立
案
の
現
状
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か

答　
弁
　

総
務
課
長

　
平
成
30
年
に
開
始
し
た
１
年
１
立
案
の
事

業
提
案
は
、
令
和
５
年
度
ま
で
に
、
２
４
７

件
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
令
和
６
年
度
11
月

末
現
在
で
は
11
件
と
な
っ
て
い
る
。

②
職
員
提
案
（
ア
イ
デ
ア
）
を
次
年
度
に
ど

う
活
か
し
て
い
く
の
か
。

答　
弁
　

総
務
課
長

　
職
員
は
、
地
方
行
政
の
最
前
線
に
あ
っ
て

上
板
町
を
よ
り
良
い
方
向
に
と
施
策
の
実
行

方
法
の
提
案
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
取
り
ま

と
め
令
和
７
年
１
～
２
月
に
十
分
精
査
す
る
。

③
町
民
か
ら
行
政
へ
の
ご
意
見
を
募
集
し
て

い
る
が
、
応
募
総
数
と
内
容
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
、
ま
た
募
集
期
間
に
つ
い
て

も
検
討
し
て
も
ら
い
た
い

答　
弁
　

総
務
課
長

　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止
し
て
い
た
、
住
民

懇
談
会
の
代
替
手
段
と
し
て
令
和
４
年
度
か

ら
「
ご
意
見
箱
」
を
町
内
６
か
所
に
設
置
し

て
い
る
。
件
数
は
令
和
４
年
度
７
件
、
５
年

安
田
孝
子 

議
員

2025（令和 7）年 2月 1日　●　14



質
問
１　

道
路
（
赤
線
）
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

①
道
路（
赤
線
）
で
も
町
道
に
認
定
し
て
い

な
い
道
路
の
維
持
管
理
は
、
誰
が
す
る
の

か答　
弁
　

建
設
課
長

　
赤
線
の
管
理
、
道
路
・
側
溝
・
排
水
路
の

改
修
、
修
繕
等
の
維
持
管
理
は
道
路
管
理
者

で
あ
る
町
が
行
う
。

②
町
民
の
修
繕
・
除
草
、
清
掃
の
要
望
に
対

し
、
町
道
に
認
定
し
て
い
な
い
道
路
だ
か

ら
と
放
置
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
町
で

改
修
等
適
正
に
管
理
で
き
な
い
の
か

答　
弁
　

町
長

　
赤
線
を
町
が
除
草
な
ど
管
理
す
る
の
は
非

常
に
難
し
い
。
道
路
は
、
地
域
が
協
力
し
合

い
管
理
し
て
い
く
の
が
一
番
良
い
。

③
町
内
で
最
も
老
朽
化
し
荒
れ
て
い
る
の
は

町
道
で
あ
る
。
町
民
が
管
理
す
る
の
も
限

度
が
あ
る
。
道
路
の
維
持
管
理
を
町
で
で

き
て
い
る
の
か

答　
弁
　

建
設
課
長

　
職
員
で
対
応
し
て
い
る
。
町
民
に
は
道
路

愛
護
作
業
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
側

溝
の
堆
積
土
砂
の
撤
去
は
、
地
元
で
土
捨
て

場
を
確
保
し
作
業
員
を
出
し
て
い
た
だ
け
た

ら
、
建
設
課
か
ら
職
員
、
重
機
等
を
出
し
土

砂
の
撤
去
作
業
を
行
う
。

④
道
路
に
越
境
し
（
は
み
出
し
）
て
い
る
竹

木
等
の
伐
採
を
町
が
行
っ
て
は
ど
う
か
。

民
法
も
改
正
さ
れ
て
い
る

答　
弁
　

建
設
課
長

　
民
法
が
改
正
さ
れ
越
境
さ
れ
た
土
地
の
所

有
者
が
自
ら
枝
を
切
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
。
竹
木
の
所
有
者
に
催
告
し
、
相
当
期
間

内
に
切
除
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
町
で
の
伐

採
を
検
討
す
る
。

⑤
町
道
２
８
７
号
線
拡
幅
工
事
が
費
用
対
効

果
を
理
由
に
交
差
点
付
近
を
拡
幅
せ
ず
途

中
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
歩
行
者
や
高
齢

ド
ラ
イ
バ
ー
、
周
辺
住
民
の
安
全
性
を
考

慮
し
拡
幅
す
べ
き
で
あ
る

答　
弁
　

建
設
課
長

　
町
道
２
８
７
号
線
と
１
号
線
の
交
差
点
付

近
の
再
改
良
は
、
町
長
と
協
議
し
検
討
す
る
。

質
問
２

ご
み
収
集
に
つ
い
て

①
高
齢
者
世
帯
、
移
動
手
段
が
な
い
移
動
困

難
者
等
の
世
帯
の
ご
み
は
、
ど
の
よ
う
に

収
集
し
て
い
る
の
か

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
大
型
ご
み
は
ふ
れ
あ
い
回
収
で
、
可
燃
ご

み
・
圧
縮
ご
み
・
破
砕
ご
み
・
資
源
物
は
思

い
や
り
収
集
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
有
料
だ

が
町
登
録
業
者
に
委
託
す
る
方
法
も
あ
る
。

②
ふ
れ
あ
い
回
収
や
思
い
や
り
収
集
の
対
象

条
件
を
緩
和
で
き
な
い
か

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
対
象
要
件
の
見
直
し
は
、
状
況
に
応
じ
て

検
討
す
る
。

③
高
齢
者
対
策
と
し
て
ご
み
を
戸
別
な
り
街

角
で
収
集
す
る
か
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

を
歩
い
て
持
っ
て
行
け
る
ぐ
ら
い
の
距
離

に
増
設
で
き
な
い
か

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
戸
別
収
集
は
経
費
が
大
幅
に
増
加
す
る
た

入
札
に
よ
り
業
者
が
決
定
し
て
か
ら
に
な
る
。

②
施
設
完
成
前
で
も
固
形
燃
料
受
入
先
と
交

渉
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
組
合
の
動

き
は

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
交
渉
は
継
続
し
て
い
る
。
一
定
の
目
途
は

つ
い
て
い
る
。

③
組
合
で
は
固
形
燃
料
Ｒ
Ｐ
Ｆ
と
Ｒ
Ｄ
Ｆ
に

違
い
を
認
識
し
て
い
る
か

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
Ｒ
Ｐ
Ｆ
は
産
業
廃
棄
物
由
来
、
Ｒ
Ｄ
Ｆ
は

一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
固
形
燃
料
で
あ

る
。
組
合
で
作
る
固
形
燃
料
は
Ｒ
Ｄ
Ｆ
の
位

置
付
け
。

④
固
形
燃
料
の
成
分
に
つ
い
て
は
厳
し
い
条

件
が
あ
る
が
、
組
合
で
は
間
違
い
な
く
販

売
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
現
在
Ｒ

Ｄ
Ｆ
の
固
形
燃
料
を
使
う
ボ
イ
ラ
ー
は
塩

素
濃
度
の
関
係
か
ら
全
国
で
１
社
も
な
い

答　
弁
　

副
町
長

　
現
時
点
で
は
Ｒ
Ｄ
Ｆ
固
形
燃
料
を
使
用
す

る
焼
却
炉
が
な
い
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。

２
０
２
８
年
度
に
焼
却
炉
設
置
を
計
画
し
て

い
る
企
業
が
あ
り
受
入
出
来
る
と
認
識
し
て

い
る
。

⑤
１
市
２
町
は
農
家
が
多
く
、
Ｒ
Ｄ
Ｆ
の
成

分
は
つ
く
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
。

現
状
で
は
受
入
先
は
全
く
な
い
。

２
０
２
８
年
度
に
１
社
ボ
イ
ラ
ー
設
置
を

予
定
し
て
い
る
が
そ
の
企
業
だ
け
に
依
存

す
る
の
は
リ
ス
ク
が
多
す
ぎ
る
。
処
理
方

法
自
体
の
変
更
を
し
て
は

答　
弁
　

副
町
長

　
１
市
２
町
も
受
入
先
へ
訪
問
し
て
接
触
は

し
て
い
る
。

答　
弁
　

町
長

　
阿
波
市
長
と
一
緒
に
困
難
を
乗
り
越
え
よ

め
難
し
い
。
現
在
の
一
部
戸
別
収
集
が
現
実

的
で
あ
る
。
１
支
部
１
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

を
今
後
も
進
め
る
。
危
険
な
場
合
や
利
用
世

帯
数
が
多
い
等
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
、

内
容
を
精
査
し
増
設
を
検
討
し
た
い
。

質
問
３

農
業
支
援
に
つ
い
て

①
営
農
離
れ
が
進
む
に
つ
れ
町
外
の
方
が
小

作
す
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
、
税
収
の
減
少

に
も
繋
が
る
。
対
策
は
な
い
の
か

答　
弁
　

産
業
課
長

ス
マ
ー
ト
農
業
等
を
推
進
し
、
町
内
生
産
者

の
生
産
力
向
上
や
経
営
規
模
拡
大
を
図
り
、

可
能
な
限
り
町
内
の
生
産
者
が
農
地
を
利
用

で
き
る
よ
う
推
進
す
る
。

質
問
１

新
ご
み
処
理
場
の
件
に
つ
い
て

①
新
ご
み
処
理
場
建
設
計
画
の
（
土
地
賃
借
、

施
設
設
計
）
進
捗
状
況
。
土
地
賃
貸
借
契

約
締
結
は
、
誰
の
承
認
で
締
結
す
る
の
か

答　
弁
　

副
町
長

　
契
約
当
時
者
は
中
央
広
域
環
境
施
設
組
合

で
あ
り
、
組
合
が
締
結
す
る
。
そ
の
節
に
は

関
係
市
町
の
議
会
に
も
報
告
す
る
。

再
問　
事
業
運
営
は
公
設
公
営
に
決
定
し
て

お
り
、
土
地
の
賃
貸
交
渉
と
並
行
し
て
何

故
施
設
設
計
を
発
注
し
な
い
の
か

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
公
設
公
営
に
よ
る
設
計
施
工
と
な
る
の
で
、

岩
野
角
雄 

議
員

乾
　
　
崇 

議
員
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う
と
一
生
懸
命
に
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

質
問
２

農
業
集
落
排
水
事
業
に
つ
い
て

①
令
和
３
年
策
定
の
経
営
戦
略
で
は
令
和
５

年
使
用
料
の
引
上
げ
を
予
定
し
て
い
た
が

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
令
和
５
年
度
引
上
げ
を
予
定
し
て
い
た
が
、

機
能
強
化
工
事
の
総
事
業
費
が
大
幅
に
増
加

し
た
た
め
、
工
事
が
完
了
し
た
の
ち
、
使
用

料
の
改
定
を
考
え
て
い
る
。

②
条
例
で
は
、
年
２
回
業
務
の
公
表
が
定
め

ら
れ
て
い
る
が

答　
弁
　

環
境
保
全
課
長

　
今
年
度
か
ら
公
営
企
業
会
計
に
移
行
し
て

お
り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
す
る
。

質
問
３

防
災
・
減
災
対
策
に
つ
い
て

①
国
交
省
で
は
吉
野
川
、
宮
川
内
谷
川
堤
防

決
壊
時
の
浸
水
深
を
想
定
し
て
お
り
、
ゴ

ム
ボ
ー
ト
を
使
用
し
て
の
消
防
団
の
防
災

訓
練
が
必
要
で
は

答　
弁
　

企
画
防
災
課
長

　
令
和
３
年
度
に
は
町
内
２
分
団
で
訓
練
し

た
。
今
後
、
消
防
団
と
協
議
す
る
。

②
高
志
川
・
古
毛
川
流
域
地
域
の
内
水
氾
濫

の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
を
専
門
業
者
に

委
託
す
る
こ
と
を
予
算
化
す
る
考
え
は

答　
弁
　

企
画
防
災
課
長

　
内
水
氾
濫
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
に
は

多
額
の
委
託
料
が
必
要
と
な
る
。
現
在
、
国

交
省
が
行
っ
て
い
る
流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
中
で
、
令
和
７
年
度
に
外
水
氾
濫
リ
ス

ク
マ
ッ
プ
を
基
に
、
内
水
氾
濫
等
考
慮
し
た

浸
水
想
定
、
水
害
リ
ス
ク
マ
ッ
プ
を
作
成
・

公
表
す
る
予
定
の
た
め
そ
の
デ
ー
タ
ー
を
活

用
し
た
い
。

質
問
１

鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い
て

①
鳥
獣
被
害
の
実
態
は
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る

農
作
物
の
被
害
が
大
き
く
な
っ
て
い
て
、

深
刻
な
状
況
で
あ
る
。
離
農
に
よ
り
耕
作

放
棄
地
が
増
え
て
い
る
の
も
問
題

答　
弁
　

産
業
課
長

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
サ
ル
や
イ
ノ
シ

シ
に
よ
る
被
害
は
、
収
穫
前
の
果
樹
や
路
地

野
菜
へ
の
食
害
な
ど
が
あ
る
。
一
部
の
地
域

で
は
カ
ラ
ス
に
よ
っ
て
、
人
参
の
ビ
ニ
ー
ル

ハ
ウ
ス
が
破
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

②
上
板
町
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
が
あ
る
が
ど

の
よ
う
に
進
め
て
い
る
の
か

答　
弁
　

産
業
課
長

　
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
を
基
に
被
害
の
あ
る

有
害
鳥
獣
を
猟
友
会
に
捕
獲
依
頼
し
て
い
る
。

③
猟
友
会
の
人
数
と
報
償
金
の
支
給
は

答　
弁
　

産
業
課
長

　
会
員
数
は
現
在
18
名
。
報
償
金
は
サ
ル
１

頭
当
た
り
２
万
円
、
カ
ラ
ス
は
１
羽
当
た
り

千
円
。

質
問
２

学
校
給
食
費
の
無
償
化
に
つ
い
て

①
上
板
町
で
も
無
償
化
の
実
施
を

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
財
政
の
厳
し
い
本
町
に
と
っ
て
、
国
や
県

の
支
援
が
な
い
と
無
償
化
は
難
し
い
。
国
の

動
向
を
注
視
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
き
た
い
。

②
全
国
知
事
会
が
無
償
化
を
国
の
責
任
で
実

て
い
る
。
保
護
者
と
の
面
談
や
家
庭
訪
問
を

実
施
し
て
い
て
、
保
護
者
と
の
連
携
を
密
に

し
、
学
校
と
家
庭
で
協
力
し
て
支
援
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。

④
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置
状
況
は

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
配
置
は
１
名
で
、
町
内
の
小
学
校
及
び
中

学
校
を
毎
週
水
曜
日
に
担
当
し
て
い
る
。

質
問
４

高
齢
者
交
通
事
故
防
止
に
つ
い
て

①
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置
へ
の
補
助
を

し
て
欲
し
い
。
後
付
け
の
ペ
ダ
ル
踏
み
間

違
い
急
発
進
抑
制
装
置
の
取
り
付
け
を
。

実
施
市
町
村
で
は
費
用
の
２
分
の
１
の
補

助
で
上
限
２
万
円
ぐ
ら
い

答　
弁
　

健
康
推
進
課
長

　
今
後
に
お
い
て
調
査
・
研
究
し
、
ど
の
よ

う
な
支
援
が
最
適
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質
問
５

高
齢
者
補
聴
器
補
助
に
つ
い
て

①
認
知
症
予
防
に
な
り
健
康
寿
命
が
伸
び
て
、

医
療
費
の
抑
制
に
も
つ
な
が
る
た
め
、
補

助
の
実
施
を
し
て
欲
し
い

答　
弁
　

町
長

　
補
聴
器
購
入
費
用
の
補
助
事
業
は
来
年
度

開
始
を
検
討
す
る
。

施
す
る
よ
う
提
言
し
て
い
る
。
徳
島
県
町

村
会
と
し
て
国
や
県
に
要
望
し
て
ほ
し
い

答　
弁
　

町
長

　
徳
島
県
町
村
会
と
し
て
県
知
事
に
対
し
て
、

学
校
給
食
の
無
償
化
の
検
討
と
必
要
な
財
政

措
置
を
国
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
要
望
し
て

い
る
。

③
国
は
新
た
な
経
済
対
策
を
決
め
た
。「
重

点
支
援
交
付
金
」
の
「
生
活
者
支
援
」
メ

ニ
ュ
ー
の
う
ち
、
小
・
中
学
校
の
給
食
費

の
支
援
な
ど
に
使
え
る
と
明
記
、
ぜ
ひ
そ

の
活
用
を

答　
弁
　

町
長

　
交
付
金
の
使
い
道
と
し
て
、
給
食
費
支
援

を
最
優
先
に
位
置
づ
け
、
保
育
所
と
幼
稚
園

の
給
食
費
を
無
償
化
す
る
方
向
で
協
議
す
る
。

質
問
３

不
登
校
問
題
に
つ
い
て

①
文
部
科
学
省
は
昨
年
の
不
登
校
児
童
・
生

徒
が
全
国
で
34
万
人
を
超
え
た
と
発
表
し
、

過
去
最
多
に
な
っ
た
。
町
内
小
・
中
学
校

の
不
登
校
の
現
状
は

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
現
在
、
小
学
校
３
名
・
中
学
校
９
名
、
合

計
12
名

②
不
登
校
の
要
因
は

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
主
な
要
因
と
し
て
、
学
校
で
の
人
間
関
係

の
悩
み
、
家
庭
や
親
子
関
係
の
悪
化
に
よ
る

ス
ト
レ
ス
、
学
業
不
振
、
な
ど
様
々
あ
る
。

各
学
校
に
お
い
て
改
善
に
向
け
て
鋭
意
努
力

を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

③
学
校
で
の
不
登
校
対
策
の
具
体
的
な
取
り

組
み
は

答　
弁
　

教
育
委
員
会
事
務
局
長

　
学
校
の
取
り
組
み
は
放
課
後
学
習
や
長
期

休
業
日
の
登
校
に
よ
る
学
習
支
援
な
ど
を
し

柏
木
美
治
代 

議
員

編
集
後
記

　
第
９
回
目
の
「
議
会
だ
よ
り
」
を
編

集
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
12
月
定
例
会
の
一
般
質
問
並

び
に
10
月
か
ら
12
月
の
「
議
会
の
う
ご

き
」
を
掲
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　納期は次のとおりになっています。納付期限内の納付に
ご協力をお願いいたします。

　口座振替の方は、２月28日に引き落としいたしますの
で、残高のご確認をお願いします。
※転出・婚姻等、世帯状況に異動があった場合でも、自動

的に解約とはなりませんのでご注意ください。

　上板町では「女性つながりサポート事業」の一環として、
生理用品の提供を実施しています。
　本事業は「つながり支援ピアサポートとくしま」として、
徳島県が委託している「特定非営利活動法人 GWEI」と
連携し実施するものです。
■提供窓口
　住民人権課
■提供の条件
　・女性1人につき1パック（なくなり次第終了となります）
　・男性の方にはお渡しできません
■提供方法
　　ピアサポーターが配布しているカード等をご提示いた

だくか、提供窓口に設置しているリーフレットを指さし
て合図をしていただくだけでもかまいません。

　　可能な限り女性職員からお渡しします（書類申請等は
不要です。名前、住所等の個人の特定は行いません）。
■お問い合わせ
　上板町　住民人権課　☎０８８−６９４−６８０９

町税及び保険料の納付期限についてお知らせします。

固定資産税 国民健康
保険税 介護保険料 後期高齢者

医療保険料

２月 ２月28日
（４期）

２月28日
（８期）

２月28日
（６期）

２月28日
（７期）

上板町　税務課
☎088−694−6807

上板町　健康推進課
☎088−694−6810

　住民の皆さんから役所の仕事に対する苦情や要望などの
相談を受け、必要に応じて関係行政機関にあっせんを行い
ます。
　相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご
相談ください。
■開 設 日　２月19日（水）
■開設時間　午後１時30分～午後３時30分
■開設場所　上板町老人福祉センター
■お問い合わせ
　上板町　総務課　☎０８８−６９４−６８０１

　上板町では法務大臣より委嘱をうけた人権擁護委員が、
特設相談所を設け、皆様の人権についての相談を受けたり、
法務局と連携しながら人権を守る活動を行っています。令
和７年３月は次のとおり予定しています。
■開催時間　上板町中央公民館（役場２階）第１会議室
■開催日時　令和７年２月20日（木）
　　　　　　午後１時30分～午後４時
　また、徳島県立人権教育啓発推進センター及び徳島地方
法務局常設相談所で、人権に関する様々な相談を受け付け
ております。
■人権教育啓発推進センター
　徳島県男女参画・人権課分室　☎０８８−６６４−３７０１
　徳島市東沖洲２−14　沖洲マリンターミナルビル内　あいぽーと徳島
■徳島地方法務局常設相談所
　徳島地方法務局人権擁護課
　徳島市徳島町城内６番地６　徳島合同庁舎６階
　相談時間　平日　午前８時30分から午後５時15分
■電話による相談
⃝みんなの人権１１０番
　全国共通ダイヤル　０５７０−００３−１１０
　※発信地域に応じて、最寄りの相談所につながります。
⃝子どもの人権１１０番
　全国共通フリーダイヤル　０１２０−００７−１１０
⃝女性の人権ホットライン
　全国共通ダイヤル　０５７０−０７０−８１０
　※発信地域に応じて、最寄りの相談所につながります。
■お問い合わせ
　上板町　住民人権課　☎０８８−６９４−６８０９

特殊詐欺が急増しています。
　徳島県では去年から特殊詐欺被害が急増しています。
☆医療費や保険料などの還付金詐欺
☆申し込んでいない宝くじや懸賞に当選した。や、物価高

騰に伴う支援金など。受け取りに関する詐欺メール
☆マイナンバーカードについて個人情報を聞き出す詐欺や

手続きに関する詐欺
☆マッチングアプリや出会い系サイトなどで知り合い恋愛

一日行政相談

上板町消費生活相談窓口からのお知らせ

生理用品の提供

感情につけ込むロマンス詐欺など
　一言で詐欺と言ってもたくさんの種類があります。
　特殊詐欺の被害が増えている現状を理解いただき手口の
特徴をしっかり把握して、自分だけでなく周りの人達も被
害に遭わないよう情報提供や注意喚起などにご協力くださ
い。
　特殊詐欺がはびこる背景には、核家族化と人間関係の希
薄化があるとされています。常に誰かの連絡を待つのでは
なく自分から積極的に他者と「つながる」こと。それが一
番の予防策かもしれません。
　消費者問題で不安なことや困りごとなどがありましたら
下記までご連絡お願いします。
■上板町消費生活相談窓口
　☎０８８−６９４−６８１６　相談無料 
　受付　平日９時～16時30分（土・日・祝・年末年始を除く）
　上板町役場東隣　改善センター事務所内人権相談

各 種 相 談

お 知 ら せ
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こども　無料　　大人　300円

２月のこども食堂開催のお知らせ２月のこども食堂開催のお知らせ
　２月９日（日）10時～14時に上板なかよしこども食堂を開催します。
　今回の開催場所は、南老人集会所です。（住所：板野郡上板町高瀬250-1）
　こども食堂は、地域のこどもから高齢者まで、だれもが仲良く楽しく集い、安心
して暮らせる町づくりを目的として活動しています。
　食事の他に色々な遊びやゲームも用意しています。
　こどもから大人までどなたでも参加できます。どうぞお越しください。
　参加をご希望の方は、下記の技の館まで電話で事前申込をお願い致します。

● こども食堂申込電話 ●　　☎０８８－６３７－６５５５

● お問い合わせ ●　　上板町　産業課　　☎０８８－６９４－６８０６

　上品に華やかさを添えるワンポイントアイテムであるコ
サージュは、卒業式、入学式のマストアイテム。
　プリザーブドフラワーで、１点物のハンドメイドの
コサージュを作ってみませんか。ギフトにも最適です。

プリザーブドフラワーで
コサージュを作りませんか？

■日　時　２月26日（水）　午後１時30分～
■申し込み締め切り　２月21日（金）　午後５時まで
■材料代　　2,500円
■場所・お問い合わせ
　馬道会館　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

●お問い合わせ●
上板町　住民人権課

☎０８８－６９４－６８０９

お誕生おめでとう
（令和６年12月）

　上板町では令和７年１月14日から24日にかけてフードドライブ活動を行いました。
　今回で13回目の活動になりますが、皆様から御協力をいただきました。
　心から厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。                         
　寄付をいただいた食品は「ＮＰＯ法人フードバンクとくしま」を通して福祉施設に提供されます。
　今回の活動においては、住民の皆様や町内小中学校の児童生徒、保護者、教職員の皆様が各ご家庭で余った食品を持
ち寄っていただき、「もったいない」の意識を高めることができました。
　上板町においては引き続き食品ロス０の削減に向けた効果的な取り組みを行ってまいります。

もったいないを
ありがとうに♥フードドライブのお礼と報告フードドライブのお礼と報告

いきいき健康づくり教室実施についていきいき健康づくり教室実施について

● お問い合わせ ●　　上板町教育委員会　　☎０８８－６９４－６８１４

参加
無料期　　間　令和７年３月１日～令和７年６月28日（土曜日／10：00～11：00）　全16回 

場　　所　上板町ファミリースポーツ公園内（遊歩道・芝生広場・温水プール・スタジオ）
主　　催　アサンスポーツクラブスタッフ
対 象 者　上板町内に在住で40歳以上の方（医師に運動を止められていない方）
実施内容　健康寿命延命を目的とした、自分ができる範囲で無理をせず運動を行います。
　　　　　インボディー測定・栄養管理指導・公園ウォーキング・水中ウォーキング・ストレッチなど
準 備 物　３月１日に教室予定表・準備物記載表をお配りいたします。
受付開始　令和７年２月１日～受付開始　　20名様（応募者多数の場合は抽選で決定） 
申 込 先　上板町ファミリースポーツ公園内　（アサンスポーツクラブ　☎０８８－６９４－６５５７）
　　　　　※電話予約可（開講１週間前迄に上板町内在住が証明できるものをご提示下さい。）

濱　田　勝　斗 果　奈
賢　辰 男の子（上板町）　けんしん

新　田　智　久 磨　友
楓　華 女の子ふうか
柊　真 男の子（高瀬）　とうま

救 急 車 の 適 正 利 用
　救急車で搬送される人の約５割が軽症です。
　救急車が便利だと言って気軽に利用すると、本当に必要とする
人が利用できないことが発生します。いざという時に困らないよ
うにするためにも救急車の適正な利用をお願いします。

● お問い合わせ ●
板野西部消防署　☎０８８－６７２－０１９８
ホームページ：https://www.itanoseibu-119.org

種別 火災 救急

※上段＝月計、（　）＝累計

前年同月
出動件数（件）

0
（6）

129
（1409）

令和６年12月
出動件数（件）

0
（3）

141
（1325）
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パイロット

● お問い合わせ ●　　上板町　水道課　　☎０８８−６９４−６８１７
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● お問い合わせ ●　徳島北年金事務所　☎０８８−６５５−０２００
　　　　　　　　　　上板町　住民人権課　☎０８８−６９４−６８０９
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止
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て
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こども　無料　　大人　300円

２月のこども食堂開催のお知らせ２月のこども食堂開催のお知らせ
　２月９日（日）10時～14時に上板なかよしこども食堂を開催します。
　今回の開催場所は、南老人集会所です。（住所：板野郡上板町高瀬250-1）
　こども食堂は、地域のこどもから高齢者まで、だれもが仲良く楽しく集い、安心
して暮らせる町づくりを目的として活動しています。
　食事の他に色々な遊びやゲームも用意しています。
　こどもから大人までどなたでも参加できます。どうぞお越しください。
　参加をご希望の方は、下記の技の館まで電話で事前申込をお願い致します。

● こども食堂申込電話 ●　　☎０８８－６３７－６５５５

● お問い合わせ ●　　上板町　産業課　　☎０８８－６９４－６８０６

　上品に華やかさを添えるワンポイントアイテムであるコ
サージュは、卒業式、入学式のマストアイテム。
　プリザーブドフラワーで、１点物のハンドメイドの
コサージュを作ってみませんか。ギフトにも最適です。

プリザーブドフラワーで
コサージュを作りませんか？

■日　時　２月26日（水）　午後１時30分～
■申し込み締め切り　２月21日（金）　午後５時まで
■材料代　　2,500円
■場所・お問い合わせ
　馬道会館　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

●お問い合わせ●
上板町　住民人権課

☎０８８－６９４－６８０９

お誕生おめでとう
（令和６年12月）

　上板町では令和７年１月14日から24日にかけてフードドライブ活動を行いました。
　今回で13回目の活動になりますが、皆様から御協力をいただきました。
　心から厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。                         
　寄付をいただいた食品は「ＮＰＯ法人フードバンクとくしま」を通して福祉施設に提供されます。
　今回の活動においては、住民の皆様や町内小中学校の児童生徒、保護者、教職員の皆様が各ご家庭で余った食品を持
ち寄っていただき、「もったいない」の意識を高めることができました。
　上板町においては引き続き食品ロス０の削減に向けた効果的な取り組みを行ってまいります。

もったいないを
ありがとうに♥フードドライブのお礼と報告フードドライブのお礼と報告

いきいき健康づくり教室実施についていきいき健康づくり教室実施について

● お問い合わせ ●　　上板町教育委員会　　☎０８８－６９４－６８１４

参加
無料期　　間　令和７年３月１日～令和７年６月28日（土曜日／10：00～11：00）　全16回 

場　　所　上板町ファミリースポーツ公園内（遊歩道・芝生広場・温水プール・スタジオ）
主　　催　アサンスポーツクラブスタッフ
対 象 者　上板町内に在住で40歳以上の方（医師に運動を止められていない方）
実施内容　健康寿命延命を目的とした、自分ができる範囲で無理をせず運動を行います。
　　　　　インボディー測定・栄養管理指導・公園ウォーキング・水中ウォーキング・ストレッチなど
準 備 物　３月１日に教室予定表・準備物記載表をお配りいたします。
受付開始　令和７年２月１日～受付開始　　20名様（応募者多数の場合は抽選で決定） 
申 込 先　上板町ファミリースポーツ公園内　（アサンスポーツクラブ　☎０８８－６９４－６５５７）
　　　　　※電話予約可（開講１週間前迄に上板町内在住が証明できるものをご提示下さい。）

濱　田　勝　斗 果　奈
賢　辰 男の子（上板町）　けんしん

新　田　智　久 磨　友
楓　華 女の子ふうか
柊　真 男の子（高瀬）　とうま
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● お問い合わせ ●　　上板町教育委員会　　☎０８８－６９４－６８１４

二十歳を祝う会を行いました
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